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施策の方向 -----------------------------------------------------------  

子どもを安心して生み育てることができ、子どもたちが笑顔で成長することができるよ

う、幼児教育や保育サービスの充実、経済的負担の軽減などにより、子育て家庭を支援する

とともに、地域全体で子育てを支える環境づくりを進めるなど、総合的な子ども・子育て支

援に取り組みます。 

 

現状と課題 -----------------------------------------------------------  

  核家族化や共働き家庭の増加により、子育て家庭の負担感が増しています。家庭が求め

る教育・保育のニーズも多様化しており、ニーズに対応した教育・保育サービス基盤の整

備と適切なサービス量の確保が求められています。 

  すべての子どもの成長を支援するため、様々な理由により教育・保育に係る費用を負担

できない家庭については、公平性に配慮しながら経済的な支援を行う必要があります。 

  核家族化や近隣との人間関係の希薄化などにより、子育て家庭が孤立しがちな状況と

なっており、地域における子育て支援が必要となっています。 

  地域の中で子どもを育んでいくために、子どもたちの居場所づくりとともに、親子がと

もにふれ合う場づくり、さらには、世代間交流の場づくりを促進していく必要があります。   

  仕事と子育ての両立には、ゆとりを持って子どもを育てるためにも「働き方の見直し」

が重要です。このため、事業主への「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）※」

に関する啓発などを行っていく必要があります。 

  児童虐待や子どもの貧困等が社会的問題となっており、複雑かつ重症な相談ケースが

増えている中、関係機関との連携をより一層図り、早期に発見・対応するとともに、要保

護・要支援児童家庭への適切な支援を行う必要があります。 

 

施策の成果 -----------------------------------------------------------  

 指標名 
現状値 

（R２） 

目標値 

（Ｒ7） 

成果指標 

教育・保育施設入所希望

者の入所率 
100％ 100％ 

放課後児童クラブ※入会

希望者の受入率 
100％ 100％ 

子育て相談の相談支援件

数 

2,050 件 

（1 月末現在） 
3,146 件 

市民実感

度指数 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

2.63P 2.69P 2.72P ― 

施策１ 子ども・子育てへの支援 

３ 施策別事業計画 
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施策を構成する事務事業 

 

（１）幼児教育や保育サービスの充実  

◎放課後児童クラブ事業 ◎教育･保育施設等運営給付事業 

◎幼児教育施設等利用費等助成事業 ○公立保育所事業 

○子育て短期支援事業 ○教育・保育施設等整備事業 

（２）経済的負担の軽減 

◎すこやか子育て医療費助成事業 ◎ひとり親家庭等医療費助成事業 

◎多子世帯等への利用者負担額（保育料）軽減事業 ○母子生活支援施設等措置事業 

○児童手当支給事業 ○ひとり親等福祉事業 

○養育医療等事業 ○小児慢性特定疾病対策事業 

○母子父子寡婦福祉資金貸付事業  

（３）子育て相談支援 

◎子育て総合相談窓口運営事業 ◎母子保健事業 

○子ども・子育て支援事業  

（４）地域で子育てを支える環境づくり 

◎子ども応援事業 ◎放課後子供教室推進事業 

○子育て・お助け隊派遣事業 ○児童館等運営事業 

○ファミリー・サポート・センター事業 ○幼児教育センター事業 

○児童福祉総務費  

（５）健やかな心身の育成 

◎子ども運動遊び事業  

 

  

施策１ 子ども・子育てへの支援 
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主要事業 

 

担当部課名 

 子ども未来部 子ども保育課 

事業概要 

●保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、授業の終了後に、市内の

小学校等（千代田小を除く）26 箇所と放課後児童クラブ※の運営を委託する幼稚園や保育園等 11 箇所

において、適切な遊び及び生活の場を与え、子どもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成

を図る事業である。 

●支援員 88 名（会計年度任用職員）により実施 

●月曜日～金曜日 午後２時～午後７時、第一土曜日（４月を除く） 午前９時～午後 5 時 

●保護者負担金 月５，０００円（８月のみ１０，０００円） 

現状と課題 

●児童福祉法の改正を受け、平成２７年度から小学６年生までが対象となったことから、民間の幼稚園や

保育園等の既存社会資源を活用する中で、全学年の受入を行っている。 

●子ども・子育て支援新制度において、育成支援を行う放課後児童支援員は、これまでの保育士や教員免

許等の資格に加え、都道府県等が実施する認定資格研修を修了する必要があり、平成 27 年度より計画的

に受講させている。 

また、平成 29 年度より、都道府県等が実施する資質向上研修が行われたことから、放課後児童支援員

の受講を促し、資質の向上に努めている。 

（認定資格研修修了者Ｈ27：30 人、Ｈ28：25 人、Ｈ29：30 人、Ｈ30：23 人、H31：25 人、R2：24 人） 

（資質向上研修受講者Ｈ29：35 人、Ｈ30：35 人、H31：42 人、R2：30 人） 

●利用者のニーズに対応するため、平成 30 年度から平日及び長期休業中（夏休み等）の終了時間を午後 7

時まで延長した。 

●共働き世帯の増加に伴い、放課後児童クラブの利用者は増加傾向にあるため、放課後児童クラブの増設

等の対応が必要となる。 

今後の事業展開 

●放課後児童支援員 

認定資格研修の受講 

令和３年度 約 30 名受講予定  

 資質向上研修の受講 

  令和３年度 全放課後児童支援員受講予定 

●今後の利用見込により、事業委託も含めた放課後児童クラブの増設等を検討する。 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

293,067 286,661 287,491 

放課後児童クラブ事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 子ども保育課 

事業概要 

●教育･保育施設等（保育所、認定こども園、小規模保育事業所等）が円滑に運営することができるように、

施設型給付費を支給するとともに各施設が実施している地域子ども・子育て支援事業（病児保育事業、

延長保育事業、一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業、1 歳児保育事業等）を支援するため、補助金

を交付する。 

●令和 2 年度の教育・保育施設等 

保育所 26 施設、認定こども園 27 施設、小規模保育事業所 5 施設、事業所内保育事業所１施設、施設型

給付私立幼稚園３施設 

●幼児教育・保育の無償化の対象となった認定こども園・新制度移行幼稚園（１号認定）の預かり保育及

び認可外保育施設の利用者の経済的な支援をするため、利用実績に基づいた給付を行う。 

現状と課題 

●女性の社会進出等による保育ニーズの高まりにより教育・保育施設等に入所する児童が増え、保育士等

の需要も増加しているが、処遇面等に課題があることから、将来的に保育士不足も懸念される。 

●平成 29 年度より、教育・保育施設等の保育士等を対象として、経験年数及び技能・経験に応じた大幅な処

遇改善を実施し、安定した教育・保育環境の確保に努めている。 

今後の事業展開 

●公定価格の改定や制度改正に伴い、適正に対応していく。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

6,420,846 6,348,163 6,435,352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育･保育施設等運営給付事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 子ども保育課 

事業概要 

●子どもを私学幼稚園に就園させる施設等利用給付認定を受けた保護者に対して、入園料・保育料、預か

り保育の助成を行う。 

●「甲府市実費徴収に係る補足給付費交付要綱」に基づき、実費徴収となる副食費相当額の助成を行う。

（上限 4,500 円） 

現状と課題 

●幼児教育・保育の無償化による事業であり私学幼稚園を利用する園児に対し、月額 25,700 円を上限に

保育料を助成する。 

●私立幼稚園の預かり保育を利用する、保育の必要性の認定を受けた園児に対し、利用実態に応じて

11,300 円までの範囲で保育料を助成する。 

●年収 360 万円未満相当世帯の子ども、所得階層にかかわらず第 3 子以降の子どもに対し、副食費相当額

4,500 円を上限に副食費を助成する。 

今後の事業展開 

●私立幼稚園を利用する保護者に対し、幼児期に必要な教育・保育を受けることができるよう、利用者の

経済的支援を行う。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

77,264 75,575 75,794 

 

 

担当部課名 

 子ども未来部 子育て支援課 

事業概要 

●０歳～１５歳に達した日以後の最初の３月３１日（中学校修了）までの子どもの医療費の保険診療に係

る自己負担分を助成し、子どもの健やかな成長に寄与するとともに子どもを持つ家庭の経済的な負担の

軽減を図る。 

現状と課題 

●不要な医療費の増加を抑えるため、子どもを持つ家庭に対し適正受診について周知を図る必要がある。 

今後の事業展開 

●「適正受診啓発チラシ」の配付や市ホームページで周知を行い、適正受診の啓発に努める。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

670,766 684,978 675,223 

すこやか子育て医療費助成事業 

幼児教育施設等利用費等助成事業費 
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担当部課名 

 子ども未来部 子育て支援課 

事業概要 

●ひとり親家庭及び父母のない児童の医療費の保険診療に係る自己負担分を助成することにより、精神的

かつ経済的負担を軽減し、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図る。 

現状と課題 

●不要な医療費の増加を抑えるため、ひとり親家庭等に対し適正受診について周知を図る必要がある。 

今後の事業展開 

●「適正受診啓発チラシ」の配付や市ホームページで周知を行い、適正受診の啓発に努める。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

113,684 112,875 112,103 

 

 

担当部課名 

 子ども未来部 子ども保育課 

事業概要 

●安心して子どもを産み育てられる環境づくりの一環として、本市独自の保育料軽減制度を設け、子育て

世代の経済的な負担の軽減を図る。 

（１）国が定める保育料徴収金基準額表から、本市が独自に保育料の負担軽減を行い、国と比較し、約３

０％の保育料を軽減する。  

（２）年収約 640 万円未満の世帯に対し、第 1 子の年齢に関わらず、第 2 子以降の 3 歳未満児の保育料を

無料にする。 

（３）16 歳未満の児童が 3 人以上いる世帯の保育料について、3 人目以降の児童の年少扶養控除を考慮し

て再計算を行い、保育料の軽減を図る。 

現状と課題 

●核家族化や共働き家庭の増加により、子育て家庭の負担感が増している。 

●すべての子どもの成長を支援するため、公平性に配慮しながら経済的な支援を行う。 

●少子化が進む一方で、保育所等の需要は増加している。 

●複数の軽減制度があるため、制度の内容をわかりやすく周知する必要がある。 

今後の事業展開 

●幼児期に必要な教育・保育を受けることができるよう、公平性に配慮しながら保育料の軽減を図り、利

用者の経済的支援を行う。 

 

影響額 

(千円) 

影響額見込 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

322,314 322,314 322,314 

ひとり親家庭等医療費助成事業 

多子世帯等への利用者負担額（保育料）軽減事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 子育て支援課 

事業概要 

●子ども相談センター「おひさま」において、妊娠期から子育て期における家庭の各種相談等への助言、

子育てサービスの情報提供など子育て全般においての支援を行う。 

●児童相談所や学校・保育所等の関係機関と連携して、児童虐待の予防・早期発見・早期対応に努める。 

●子育てしやすい社会環境づくりについて意識向上を図ることを目的に「甲府市子育て応援優良事業者表

彰事業」を行う。 

●要保護児童対策地域協議会が効果的に機能するために関係機関の役割分担や連携に関する調整を行う。 

現状と課題 

●相談内容が複雑かつ重症なケースが増えており、今後もこの傾向は強くなると考えられるため、早期対

応、継続した支援において、関係各課・機関の連携が一層重要となっている。  

今後の事業展開 

●児童虐待については、要保護児童対策地域協議会などの充実を図る事により、発生予防・早期発見・重

症化予防の取組を強化し、妊娠期からの切れ目ない子育て支援を行う。 

●スーパーバイズの活用や研修などにより、家庭児童相談員のスキルアップを図る。 

●特定妊婦※については、マイ保健師との連携の強化を図り、適切な支援を行う。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

11,967 11,705 15,984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て総合相談窓口運営事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 母子保健課 

                        福祉保健部 母子健康課 

事業概要 

●母子保健法等に基づき、妊産婦及び乳幼児の健康の保持・増進を図るため、保健指導・健康診査等を実

施し、母と子の健康づくりを推進する。 

●平成２９年度に子育て世代包括支援センターを開設するとともに、マイ保健師制度を導入し、妊娠期か

ら子育て期までの切れ目のない支援体制の構築を図っている。 

●中核市移行に伴い、国制度と一本化した特定不妊治療費の助成を開始するとともに、女性の健康相談に

おいて、不妊等に悩む方への相談支援を実施している。 

現状と課題 

●健康診査等を通じて、乳幼児の発育・発達状態や養育環境等を把握し、適切な医療や療育につながるよ

うに支援している。また、未受診者に対しては、訪問等、複数回アプローチし、応答がない場合は居所不

明児として、子育て支援課と連携し、未受診者の養育状況の把握を行っている。今後も引き続き全ての

未受診者の状況をタイムリーに把握することが重要となる。 

●子育て世代包括支援センターの開設に伴い、特定妊婦の選定、産婦健康診査等の関連事業を通じた様々 

なスクリーニングにより、養育支援家庭の把握に努めている。早期にマイ保健師が支援することで、母親 

の孤立感や不安感を和らげ、重症化を予防するとともに、自立に導くことが必要である。 

今後の事業展開 

●乳幼児健診未受診者の状況把握については、マイ保健師が子育て支援課等と連携し、タイムリーに把握

する体制の強化を図る。 

●妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を図るため、マイ保健師が相談支援の起点となりながら、

関係機関や関連事業等をつなぎ合わせた包括的な支援体制の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

197,189 303,638 304,517 

 

  

母子保健事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 子ども応援課 

事業概要 

●子ども未来応援条例に基づく「子ども未来応援施策」を推進するため、子どもを応援する方々が主体的

に、また相互に連携・協働する取組を効果的に行うことができるようネットワーク化とサポート体制の

充実に努めるとともに、子ども応援センターを中心に「子どもの居場所づくり」に取り組む。 

また、子育て世帯の負担軽減や子ども達自身の物を大切にする気持ちやもったいない気持ちを育むた

め学用品等のリユース事業を展開する。 

現状と課題 

●平成 29 年度に実施した「やまなし子どもの生活アンケート」により把握したニーズをもとに、令和元

年度に試行的に実施した「放課後学びクラブ事業」について、令和 2 年度は、学習支援を行う 2 団体と

連携し、開催回数を拡充している。 

●学用品等リユースについては、令和元年度、新たに中学校２校を選定し、学校並びに保護者から協力を

得る中、実施校の拡大を図っているところである。 

●現状では、学習支援をはじめとする分野ごとに、地域ボランティアやＮＰＯ法人などとネットワークの

構築を進めており、今後においては、多様な分野間の相互の連携や情報共有などを図っていく必要があ

る。 

今後の事業展開 

●学用品等のリユース事業の拡大 

●学習支援を兼ねた居場所づくりの継続的な運営 

●子どもを応援する団体等とのネットワークの構築（子どもを応援する団体等の登録、会議開催） 

●子ども未来応援施策に基づく新たな取組の実施に向けたサポート 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

7,095 5,276 5,291 

 

 

子ども応援事業 
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担当部課名 

教育部 生涯学習課 

事業概要 

●就学児童の放課後等における安全・安心な居場所づくりの一環として、豊かな「学び体験」につながる

多彩な体験活動や学習活動等の機会を提供する。 

●放課後子供教室※の活動プログラムに、学童保育である放課後児童クラブ※の児童が参加できる放課後児

童クラブ参加型（一体型）教室を立案・開催する。 

現状と課題 

●事業では、平成２８年度に策定した甲府市放課後子供教室の運営規準「甲府モデル」に基づき、多彩な

プログラムの提供や宿題の支援等が行われ、また、各校の特別教室等を活用し安全管理に配慮する中で

教室を開催するなど、安全で教育的な体験活動が展開される教室の拡充を計画的に行っている。 

●旧来型教室の事業の推進においては、担い手不足や高齢化等により運営に苦慮している教室もあり、運

営規準「甲府モデル」を生かした一層の支援の必要性がある。                                                                                                           

今後の事業展開 

●各放課後子供教室において、安全で教育的な体験活動等を今後も安定して計画的に提供するためには、

支援スタッフの充実が不可欠であり、特に、活動内容の充実や学校との連携等の観点から、教員経験者の

専任の担当者（コーディネーター）を配置する中で、事業を拡充していく。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

15,099 16,317 16,561 

 

 

  

放課後子供教室推進事業 
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担当部課名 

 子ども未来部 子ども応援課 

事業概要 

●文部科学省「幼児期運動指針」において、3 歳から 6 歳までの幼児期に子どもが主体的に体を動かす遊

びを中心とした身体活動を生活全体の中に確保することが重要であると示されていることから、子ども

の「丈夫な身体」と「しなやかな心」を養い、子どもの健やかな成長に繋がるよう、「人づくり」と「環

境づくり」の両面から、子どもの運動遊びを推進する。 

現状と課題 

●文部科学省の全国体力・運動能力調査(全国体力テスト)の結果において、本市の子どもの運動能力は、全

国平均・山梨県平均を下回る傾向が続いている。 

●文部科学省「幼児期運動指針」によると、運動の基礎作り段階である幼児期に多様な動きを経験するこ

とが、運動能力の向上をはじめ、健全な心身の発育に資するとされていることから、子どもの「体を動

かすことが楽しい。心地いい。」という気持ちを高め、自発的に運動する機会を増加させ、運動能力向上

と健全な心身の発育に繋がるよう、幼稚園教諭や保育士、小学校教諭等を対象にした、運動遊びプレイ

リーダー研修会を実施している。 

●遊びの中で子どもの多様な動きを引き出すとともに、親子一緒に様々な遊びを体験することにより、子

どもの運動への興味・関心を深め、もって運動能力向上、子どもの豊かな心や健やかな体の成長に寄与

するため、甲府市子ども屋内運動遊び場を令和 3 年度より設置する。 

今後の事業展開 

●「運動遊び」に関する「人づくり」の一環として、研修受講者が幼児期の運動遊びの重要性を理解し、自

らがプレイリーダーとなって研修内容を実践することにより、子どもの「体を動かすことが楽しい。心

地いい。」という気持ちを高め、子どもが自発的に運動する機会の増加に繋がるよう、運動遊びプレイリー

ダー研修会を継続して実施する。 

●保護者が子どもの「運動遊び」の重要性を認識していただくことも重要であることから、家庭で行える

運動遊びを体験できるよう親子参加型の運動遊びイベントを実施する。 

●「運動遊び」に関する「環境づくり」の一環として、令和3年度より設置する甲府市子ども屋内運動遊び

場を安定的に運営するとともに、専用の遊具やプレイリーダーにより、子どもの運動への興味・関心を

深め、もって運動能力向上、子どもの豊かな心や健やかな体の成長に寄与する。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

50,666 49,323 49,466 

  

子ども運動遊び事業 
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施策２ 学校教育の充実 

 

施策の方向 -----------------------------------------------------------  

子ども一人ひとりが確かな学力、思い遣る心や生きる力を身に付けることができるよう、

教育内容を充実するとともに、家庭や地域などと連携しながら、良好な教育環境の整備を図

ります。 

 

現状と課題 -----------------------------------------------------------  

  確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成に向け、教育内容を一層充実する必要

があります。 

  安心できる学校生活が送れるよう、家庭や地域、関係機関などと連携しながら、いじめ

や不登校といった問題の解消、情報モラルの向上などに向けた取組を推進していく必要

があります。 

  児童・生徒が良好な教育・学習環境のもとで学べるよう、学校施設の計画的な整備を進

めるほか、学校規模適正化に努めていく必要があります。 

 

施策の成果 -----------------------------------------------------------  

 指標名 
現状値 

（R２） 

目標値 

（Ｒ7） 

成果指標 

全国学力・学習状況調査

の全国平均以上の教科の

割合 

― 100％ 

いじめの解消率 
99.8％  

（R1） 
100％ 

市民実感

度指数 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 

2.67P 2.73P 2.70P ― 

※令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための臨時休業に伴い、全国

学力・学習状況調査の実施は見送られました。 
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施策を構成する事務事業 

   

（１）確かな学力の習得 

◎小学校外国語活動推進事業 ◎外国人講師による英語指導事業（中学校） 

◎サポートティーチャー事業（小学校） ◎サポートティーチャー事業(中学校) 

○教育指導事業（小・中学校） ○きめ細かな教育推進事業 

○維持管理事務（小学校） ○維持管理事務（中学校） 

○学校行事事務（小学校） ○学校行事事務（中学校） 

  

（２）豊かな心の育成 

◎新しい時代を担う人づくり基金事業(甲府の教育推進事業） 

○研修研究事業 

◎学校危機管理体制整備事業 

○教育指導研究センター事業 

○教育研修所事業  

（３）健やかな体の育成 

◎学校給食事業（小学校）（学校給食） ◎学校給食事業（中学校） 

○学校保健事業（小学校） ○学校保健事業（中学校） 

（４）良好な教育環境の整備 

◎小学校老朽化リニューアル事業 ◎中学校老朽化リニューアル事業 

◎中道北小学校移転事業 ◎教材・情報環境整備事業（小学校） 

◎教材・情報環境整備事業（中学校） ○中学校校舎整備拡充事業 

○学校営繕事業（小学校） ○学校営繕事業（中学校） 

○教育振興事業（小学校） ○教育振興事業（中学校） 

○教育振興助成事務（小学校） ○教育振興助成事務（中学校） 

  

（５）高校と専門学校の充実 

◎外国人講師による英語指導事業（高校） ○入学準備金融資事業 

○商業高等学校事務 ○商業高等学校管理事務 

○商業高等学校保健厚生事業 ○商業高等学校振興事業 

○商科専門学校事務 ○商科専門学校管理事務 

○商科専門学校振興事業  

 

 

 

 

施策２ 学校教育の充実 
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主要事業 

 

担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

●言語や文化について体験的に理解を深め、主体的に外国語を用いてコミュニケーションを図ろうとする

態度の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能力の素

地を養う外国語活動を小学校 3・4 年生から実施し、小学校 5・6 年生は中学校との接続を見据えた外国

語科の内容を扱う。また、小学校 1・２年生は、外国語に触れ、外国の生活や文化に慣れ親しむ機会を提

供、異なる文化への関心を持たせるための国際理解教育を実施するとともに、小学校 3・4 年生は高学年

との接続を見据えた必要な内容と、それを活用して行う外国語活動を実施する。 

現状と課題 

●外国語指導助手（ALT：Assistant language Teacher）を市立小学校へ派遣し、次の指導を行う。 

①外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるための指導 

英語を用いてコミュニケーションを図る楽しさを体験すること、積極的に英語を聞いたり、話した

りすること、英語を用いてコミュニケーションを図ることの大切さを知ること。  

②日本と外国の言語や文化について、体験しながら理解を深めるための指導 

英語の音声やリズムなどに慣れ親しみ、日本語との違いや言葉の面白さに気付くこと、日本と外国

の生活等の違いを知り、多様なものの見方や考え方があることに気付くこと、交流により、異なる文

化等への理解を深めること。 

●外国語指導助手は、日本在住で英語を母語とする者の内から、英語指導に対する意欲及び経験、教育に

関する見識、日本語の能力、教師としての表現力並びに人柄等を面接により総合的に審査して採用して

いる。 

今後の事業展開 

●ALT による各指導を継続していくとともに、ALT が児童と気軽にコミュニケーションを取れる機会（運

動会等各種行事への参加等）の拡大に努める。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

61,523 60,178 60,352 

  

小学校外国語活動推進事業 
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担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

●外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成を図り、聞くこと、話すこと、読むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を養うこ

とを目標に、中学生を対象とした外国語指導等を実施。 

現状と課題 

●姉妹都市※デモイン市からの招聘者 3 名を含む 6 名の外国語指導助手（ALT：Assistant language 

Teacher）を市立中学校へ派遣し、次の指導を行う。 

①【聞くこと】強勢、イントネーション、区切りなど基本的な音声の特徴を捉え、情報を正確に聞き取

り理解し、質問等に適切に応じ、概要や要点を適切に聞き取る。 

②【話すこと】強勢、イントネーション、区切りなどを正しく発音し、自分の考え等を聞き手に正しく

伝え、問答したり意見を述べ合ったり、与えられたテーマについて簡単なスピーチをする。  

③【読むこと】文字や符号を正しく読む、物語のあらすじや説明文を正確に読み取る、伝言や手紙など

の文章から書き手の意向を理解し、適切に応じる。  

④【書くこと】文字や符号を正しく書くこと、正しい文を書くこと、メモをとること、自分の考えや気

持ちなどを書くこと。 

今後の事業展開 

●適正かつ効率的な人的配置 

●ALT を授業時間以外で活用するための機会の充実を図る。 

●日本語力が乏しい ALT の生活サポート体制の充実に努める。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

31,850 31,999 32,939 

  

外国人講師による英語指導事業（中学校） 
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担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

次の各種教育支援活動を拡大することにより、きめ細かな教育を充実させ、児童の健全育成と学力の向上

を図る。 

●教育支援ボランティアの配置による、児童に対するきめ細かな支援体制の充実。 

●特別支援教育支援員※の配置による、教育上特別な支援が必要な児童への学習及び生活支援の充実。 

●日本語指導員の配置による、帰国子女及び外国人就労者子弟の日本語理解不足等による授業の支障低減。 

●新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、子どもたちの学びを保障し、教職員の負担軽減を図るため、

学習指導員及びスクール・サポート・スタッフを配置。 

現状と課題 

●教育支援ボランティア（学生）の確保において、近隣市町村の学校や様々な機関が学生ボランティアの

活用を積極的に推し進めていることから、各学校のニーズに応じた人材（人数）の確保が難しくなって

いる。また、学生の交通手段（大半は徒歩・自転車）が限られていることや市内公共交通機関が十分に

整っていないことで、各学校への均等な配置が難しい。 

●特別な支援の必要な児童数が増加するとともに、対応すべき児童及び学校のニーズが多様化しているが、

現状に応じた特別支援教育支援員の人材確保が難しい。 

●グローバル化が進む中、多様な言語に応じた日本語指導員の確保が難しい。 

今後の事業展開 

●大学との連携強化により、教育支援ボランティアの安定的な確保及び市内全学校へ均等に配置するため

の対策を講じる。 

●各校の実態把握に基づいた特別支援教育支援員の適正配置と支援員向けの研修内容を充実させる等、資

質向上策を講じる。 

●日本語指導において、様々な母語に対応するため、関係機関や民間との連携対策を講じ、日本語理解不

足等の帰国子女及び外国人就労者子弟への学習支援の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

150,886 147,588 148,015 

 

  

サポートティーチャー事業(小学校) 
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担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

次の各種教育支援活動を拡大することにより、きめ細かな教育を充実させ、生徒の健全育成と学力の向上

を図る。 

●教育支援ボランティアの配置による、生徒に対するきめ細かな支援体制の充実。 

●特別支援教育支援員※の配置による、教育上特別な支援が必要な生徒への学習及び生活支援の充実。 

●部活動指導員の配置による、教員の多忙化解消及び部活動の円滑な運営への支援。 

●新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、子どもたちの学びを保障し、教職員の負担軽減を図るため、

学習指導員及びスクール・サポート・スタッフを配置。 

現状と課題 

●教育支援ボランティア（学生）の確保において、近隣市町村の学校や様々な機関が学生ボランティアの

活用を積極的に推し進めていることから、各学校のニーズに応じた人材の確保が難しくなっている。ま

た、学生の交通手段（大半は徒歩・自転車）が限られていることや市内公共交通機関が十分に整ってい

ないことで、各学校への均等な配置が難しい。 

●特別な支援の必要な生徒数が増加するとともに、対応すべき生徒及び学校のニーズが多様化しているが、

現状に応じた特別支援教育支援員の人材確保が難しい。 

今後の事業展開 

●大学との連携強化により、教育支援ボランティアの安定的な確保及び市内全学校へ均等に配置するため

の対策を講じる。 

●各校の実態把握に基づいた特別支援教育支援員の適正配置と支援員向けの研修内容を充実させる等、資

質向上策を講じる。 

●部活動指導員を市内中学校に２名配置し、その効果を検証していく。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

65,194 63,769 63,954 

サポートティーチャー事業(中学校) 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名                  担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

●平成 4 年度に「新しい時代を担う人づくり基金運営委員会」を設置し、新しい時代を担う人づくりを目

指して、「甲府の教育」の全体像を構築するとともに、創造性豊かな人づくりに資するための調査・研究

を行い、その推進を図っている。主な活動は、「甲府の教育」の構築と推進、地域社会と学校教育との交

流への助成、奨励、児童・生徒の望ましい考えや生活態度及び地域住民の望ましい養育態度や、学校教

育への援助活動等の奨励、その他委員会の主旨に添った事業への助成・奨励を行う。 

現状と課題 

●21 世紀の時代を担う子どもの教育 

家庭・地域と連携し、特色ある学校づくりを目指す中で、甲府の子どもの教育の中核である「思い遣る

心」の育成と「生きる力」を育む教育の展開を図るため、「甲府の子どもの教育総合推進校事業」を実施

する。  

●なでしこ（撫子）賞 

児童生徒の望ましい考え方や生活態度への奨励として、友達との望ましい人間関係や他の児童生徒の模

範となる善行を行った児童生徒に対して、「なでしこ（撫子）賞」の表彰を実施する。 

今後の事業展開 

●事業開始から 20 年以上経過しており、時代のニーズに沿った調査・研究を行う。 

●少子高齢化や、人口流出等により、人口の減少が進む中、次代を担う子どもたちを、地域・家庭・学校・

企業・団体・行政が一体となり「郷育※」していく体制を推進していく。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

981 968 971 

  

新しい時代を担う人づくり基金事業 
(甲府の教育推進事業） 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

●いじめや不登校、暴力行為、登下校中の不審者などをはじめ、子どもたちを取り巻く環境が厳しさと危

険を増す中、子どもたちの生命を最優先に考え、子どもたちが安全・安心な学校生活を送ることができ

るよう、リスクマネジメント※（予防・未然防止）及びクライシスマネジメント※（早期対応・解決）体

制と教育支援活動の強化を図る。 

●学校安心メール※の情報発信や学校安全ボランティア※講習会の開催による安全防犯対策。 

現状と課題 

●いじめや不登校、暴力行為、登下校中の不審者などの問題発生、さらには、生命に関わるような事案も

発生している中、子どもたちを取り巻く環境は、厳しさと危険度を増している。 

●不登校等の要因として、家庭の貧困や地域からの孤立等、福祉的な支援を要するケースが多発している。 

●指導主事、生徒指導アドバイザーと連携し、スクールカウンセラー（SC）や自立支援カウンセラーによ

るいじめ、不登校への対応及び相談業務等を展開しているとともに、複雑な家庭環境による子ども等へ

の対応として、専門性の高い資格を持った、スクールソーシャルワーカー※（SSW）等を配置し、多様化

するニーズに組織的に対応を行っている。 

●地震や近年の異常気象による「自然災害」への備えが重要な課題となっている。 

●ＳＮＳをはじめとするネット上でのいじめ対策等、新たな課題に対する、調査研究、マニュアル整備、

指導力の向上等、即応力の向上が課題となっている。 

今後の事業展開 

●リスクマネジメント（予防・未然防止）及びクライシスマネジメント（早期対応・解決）体制の強化を図

る。 

①危機管理・防災に係る学校マニュアル及び教育委員会の対応マニュアルの適宜見直し。 

②子ども、保護者及び担当教師等に対する各種相談窓口体制の充実と各家庭との連携強化。 

③甲府市いじめ防止基本方針に基づく各種施策の進展。 

④「いじめ防止連携会議」・「いじめ対策支援チーム」の活性化と福祉部局との連携体制の強化。 

⑤学校・家庭・地域・関係機関等との連携強化。 

⑥教育委員会内の組織体制の強化（事案発生時における即応力の向上）。 

⑦学校安心メール加入者数の拡大に努め、緊急情報の共有体制の強化を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

13,777 14,943 14,986 

  

学校危機管理体制整備事業 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

 教育部 学事課 

事業概要 

●給食内容の充実を図り、安全で安心な給食を児童に提供する。 

現状と課題 

●給食施設の老朽化への対応を図っている。 

●衛生管理に対する指導の徹底を図っている。 

●地場農産物の給食への活用に係る品質規格の均一性、必要量の確保を図っている。 

●異物混入防止対策の取組について指導の徹底を図っている。 

●給食における食物アレルギー対応を図っている。 

今後の事業展開 

●給食調理業務については、全校が民間委託となるとともに、全給食室のドライ化が終了したことから、

さらに業務の効率化を図ることができるよう現在のブロックの見直しを検討する。 

●学校教育の一環としての学校給食の意義を踏まえ、衛生管理の徹底や食べ残しの削減、地産地消※の推進

をはじめとする学校給食の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

555,184 544,457 546,592 

 

 

担当部課名 

 教育部 学事課 

事業概要 

●給食内容の充実を図り、安全で安心な給食を生徒に提供する。 

現状と課題 

●生徒が食べやすい献立による給食の提供（生徒の食べ残し削減、栄養バランスへの配慮、調理業者への

衛生管理指導の徹底）を図っている。 

●経済的な面からの安全で安心かつ充実した給食運営の継続を図っている。 

●異物混入防止対策の取組について指導の徹底を図っている。 

今後の事業展開 

●食缶方式※による民間委託の状況報告や給食提供に係る情報交換を学校関係者、保護者、受託業者等と行

うとともに、給食調理業者への衛生管理指導を徹底する。 

●学校教育の一環としての学校給食の意義を踏まえ、衛生管理の徹底や地産地消の推進をはじめとする学

校給食の充実を図る 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

206,999 208,537 216,067 

学校給食事業（小学校）（学校給食） 

学校給食事業（中学校） 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

まちづくり部 建築営繕課 

事業概要 

●学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であることから、機能的な施設環境を整えるとともに、安全

性、防災性、防犯性や衛生的な環境を備えた施設となるよう整備する。 

現状と課題 

●学校施設は、建築後２５年以上の老朽化対策が課題となっており、今後、これらが更新時期を迎える中

で、国の交付金の採択方針を見極めながら、年次的かつ効率的にリニューアルを行っていく。 

●工事期間中における教育環境への影響が懸念される。 

今後の事業展開 

●学校施設老朽化リニューアル計画に基づき、校舎 12 校・屋体 3 校の工事を行った。今後、校舎 4 校の

トイレリニューアル工事を行い、安全・安心な施設環境の確保、教育環境の質的向上を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

1,021 34,959 46,746 

 

 

担当部課名 

 まちづくり部 建築営繕課 

事業概要 

●学校施設は、子どもたちの学習・生活の場であることから、機能的な施設環境を整えるとともに、安全

性、防災性、防犯性や衛生的な環境を備えた施設となるよう整備する。 

現状と課題 

●学校施設は、建築後２５年以上の老朽化対策が課題となっており、今後、これらが更新時期を迎える中

で、国の交付金の採択方針を見極めながら、年次的かつ効率的に老朽化施設のリニューアルを行ってい

く。 

●工事期間中における教育環境への影響が懸念される。 

今後の事業展開 

●学校施設リニューアル計画に基づき、校舎 5 校・屋体 1 校の工事を行った。今後、校舎 5 校のトイレリ

ニューアル工事を行い、安全・安心な施設環境の確保、教育環境の質的向上を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

90 46,611 23,374 

 

中学校老朽化リニューアル事業 

小学校老朽化リニューアル事業 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

まちづくり部 建築営繕課 

事業概要 

●中道北小学校では、平成２５年９月に JR 東海より発表された｢環境影響評価準備書｣の中で、「リニア中

央新幹線」の軌道がグラウンドを通過することが示された。リニア中央新幹線開業に向けた関連工事等

の実施に伴う学校の移転が令和３年３月末までに完了したため、既存小学校の校舎等の解体を行う。 

現状と課題 

●令和 2 年度に校舎等の建設、外構工事を終え、既存小学校の校舎等の解体工事に着手するが、解体に伴

う近隣への配慮が必要となる。 

今後の事業展開 

●平成３０年度に用地取得及び校舎等の実施設計、令和元年度から移転敷地の造成工事、校舎等の建設工

事に着手し、令和２年度に工事を完了した。令和 3 年度は、旧小学校の校舎等の解体工事を行い、移転

事業を完了する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

298,100 － － 

中道北小学校移転事業 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

 教育部 学事課 

事業概要 

●通常の各校教材教具の整備及び情報教育関連機器の整備に加え、ICT 機器等を活用した教育用コンテン

ツ等ソフトウエアの整備・充実を年次的に行う。 

●教職員用の ICT 機器等を活用した情報教育（指導環境）を一層向上させるため、引き続き「教職員１人

１台パソコン」の運用を図る。 

現状と課題 

●教材教具備品は、毎年度ほぼ同額の予算を確保する中で、学校が必要とする教材教具の整備を行ってい

る。 

●通常の教材教具の整備費の中では、整備が困難な大型・特殊教材教具の更新が必要となる。 

●ＧＩＧＡスクール構想で配備した、1 人 1 台端末を児童及び教員が授業で有効に活用することが必要で

ある。 

今後の事業展開 

●授業に必要な教材・教具の整備及び情報教育環境を整備するとともに、大型・特殊教材教具の更新整備

については、年次的整備に伴う予算確保に向けた調査研究を行っていく。 

●ＧＩＧＡスクール構想で配備した、1 人 1 台端末を生徒及び教員が授業で有効活用できるよう、運用マ

ニュアルの作成や教員を対象とした研修会を実施し、効果的な授業展開を図るとともに、ヘルプデスクを

開設し教員のサポート体制の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

128,605 138,960 139,362 

  

教材・情報環境整備事業（小学校） 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

 教育部 学事課 

事業概要 

●通常の各校教材教具の整備及び情報教育関連機器の整備に加え、ICT 機器等を活用した教育用コンテン

ツ等ソフトウエアの整備・充実を年次的に行う。 

●教職員用の ICT 機器等を活用した情報教育（指導環境）を一層向上させるため、引き続き「教職員１人

１台パソコン」の運用を図る。 

現状と課題 

●教材教具備品は、毎年度ほぼ同額の予算を確保する中で、学校が必要とする教材教具の整備を行ってい

る。 

●通常の教材教具の整備費の中では、整備が困難な大型・特殊教材教具の更新が必要となる。 

●ＧＩＧＡスクール構想で配備した、1 人 1 台端末を生徒及び教員が授業で有効に活用することが必要で

ある。 

今後の事業展開  

●授業に必要な教材・教具の整備及び情報教育環境を整備するとともに、大型・特殊教材教具の更新整備

については、年次的整備に伴う予算確保に向けた調査研究を行っていく。 

●ＧＩＧＡスクール構想で配備した、1 人 1 台端末を生徒及び教員が授業で有効活用できるよう、運用マ

ニュアルの作成や教員を対象とした研修会を実施し、効果的な授業展開を図るとともに、ヘルプデスクを

開設し教員のサポート体制の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

76,905 80,773 81,203 

  

教材・情報環境整備事業（中学校） 



基本目標１ いきいきと輝く人を育むまちをつくる（人） 

【施策の柱】次代を担う子どもたちを育む 
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担当部課名 

 教育部 学校教育課 

事業概要 

●外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成を図り、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養うこ

とを目標に、甲府商業高等学校を対象とした外国語指導等を実施。 

●グローバル化に対応した英語教育の充実を図り、国際感覚を身につけた人材の育成を図るため、実践的

な外国語指導を行う。 

現状と課題 

●外国語指導助手（ALT：Assistant language Teacher）の配置により、生きた英語学習の場を提供し、

実践的な英語教育の充実、国際感覚を身につけた人材の育成を図り、国際理解教育の推進・充実に努め

る。 

●英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成するとともに、情報や考えなど

を的確に理解したり適切に伝えたりする基礎的な能力を養い、伸ばし、社会生活において活用できるた

めのサポートを行う。 

今後の事業展開 

●ALT による各指導を継続していくとともに、ALT が生徒と気軽にコミュニケーションを取れる機会（部

活動や学園祭等各行事）の拡大に努めるとともに、外国語に堪能な地域の人々の協力を得るなど、指導・

サポート体制の充実を図る。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

4,608 4,789 5,085 
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施策の方向 -----------------------------------------------------------  

青少年が社会性や自立性を身に付け、責任を持って行動できる社会人として成長してい

くため、関係機関と連携しながら、学校、家庭、地域が一体となって、青少年にとって有害

な環境の浄化活動を推進するなど、青少年の非行防止と健全育成に努めます。 

 

現状と課題 -----------------------------------------------------------  

  パソコンやスマートフォンなどを介したインターネット等による有害情報の氾濫等、

青少年を取り巻く状況が変化する中、関係機関と連携しながら、学校、家庭、地域が一体

となって、青少年にとって有害な環境の浄化活動を推進することや、青少年育成団体等の

活動を支援し、地域全体で青少年を守り育てる気運を高めることにより、青少年の非行の

防止や健全育成に努めていく必要があります。 

 

施策の成果 -----------------------------------------------------------  

 指標名 
現状値 

（R２） 

目標値 

（Ｒ7） 

成果指標 

青少年ジュニアリーダー

数※ 
334 人 330 人 

美化活動に参加する青少

年の数 
594 人 2,300 人 

市民実感

度指数 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 

2.69P 2.73P 2.72P ― 

 

 

施策を構成する事務事業 

    

青少年の非行防止と健全育成 

◎青少年健全育成事業 ○チビッコ広場整備事業 

○成人式事業  

 

  

施策３ 青少年の健全育成 

施策３ 青少年の健全育成 
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主要事業 

 

担当部課名 

 子ども未来部 子ども応援課 

事業概要 

●青少年育成甲府市民会議では、青少年の育成活動の中核として青少年ジュニアリーダー※の育成等に努

めている。また、甲府市子どもクラブ指導者連絡協議会では、子ども達がスポーツや遊びを通じて、自

主的な集団活動を行うことにより、地域の子ども達が健やかに成長するよう努めている。 

●青少年相談室においては、青少年育成カウンセラーが電話や面接により、相談を受理し助言及び指導を

行い、必要に応じて子どもの権利擁護委員や関係機関と協力して問題の解決につなげる。 

●甲府市青少年育成センターでは、専門補導委員による市内中心街の巡回補導、地区補導委員並びに学校

補導委員による地域における巡回補導等を行い、青少年の非行の早期発見と未然防止に努めている。 

●市内中学校 15 校の代表者が、日常生活で思い・考え、また感じていることを、自由な発想で社会に訴え

る「21 世紀を考える少年の主張大会」を開催している。 

現状と課題 

●青少年育成団体の活動において、各地区での指導者、育成者が高齢化しており、後継者の発掘や育成が

課題となっている。 

●年々補導対象となる人数は減少しており、地域における巡回補導での声かけの成果が伺える。 

今後の事業展開 

●少子化等と指導者の高齢化により活動の継続が困難な地区については、組織改革や地域の実情に応じた

自主的かつ効果的な取組を支援していく。また、青少年の健全育成活動の着実な推進が図られるよう、

団体執行部と地区組織の連携を強化していく。 

●不登校やいじめ等、多様な相談に対処するため、子どもの権利擁護委員などと協力するとともに、関係

機関との連携をより深める中、広報誌等を通じてより一層市民への周知を図り、青少年相談室の利用を

促進していく。 

●「21 世紀を考える少年の主張大会」のより一層の充実を図り、若者が意見発表をする機会を創出する。 

 

事業費 

(千円) 

当初予算額 計画額 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

15,278 15,004 14,988 

 

 

青少年健全育成事業 


